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本書の目的 
 

「観光マーケティングプラットフォーム導入運営事業」(以下、本事業という）における公募型プロポーザル

実施要領は、石川県観光連盟が本事業に係る受託候補者の選定にあたり、業務の履行に最も適した事業

者を公募型プロポーザル方式により選定するため、応募及び審査に必要な事項を定めるものである。 

 

1. 業務概要 
(1) 業務名 

観光マーケティングプラットフォーム導入運営事業 

(2) 業務内容 

別添「観光マーケティングプラットフォーム導入運営事業業務仕様書」の通り 

(3) 契約期間 

(ア) 初期導入期間  

契約締結日から令和８年３月末日まで 

(イ) 利用期間 

同上(ア）の期間中に発注者・受注者が合意した範囲や機能から利用を開始してか

ら、令和１０年３月末日まで 

(4) 提案上限額 

総額２５,０００千円（消費税を含まない） 

この金額は、本業務に係る提案の上限額である。 

なお、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、契約の金額については、予

定価格の範囲内において協議して定める。 

(ア) 契約形式 

契約形式は、以下を想定する。 

(イ) 構築に係る契約は、業務委託契約とする。 

但し、 

 発注者と相談しながら進むようなコンサルテーション的な部分 

 構築導入が完了した成果物だけではなく、過程・プロセスも重要視される

業務 

 明確な成果の規定が難しい支援やアドバイス 

など、過程での支援や調整など請負以外の要素も含まれるため、近年の社会慣行を踏
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まえ、混合契約として一体化する。 

2. 選定方式 
公募型プロポーザル方式 

3. 参加条件 
提案に参加することができる者は、次に掲げる条件の全てに該当するものであること。 

 但し（７）項については共同事業体で応募する場合は、応募主体もしくは協力事業者の

うち一者が満たせばよいものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

(2) 本提案実施に係る告示開始日において、石川県競争入札参加資格の停止期間中でない

ものであること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい

ない者であること。 

(4) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

(ア) 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支 

店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

(イ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す 

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する 

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

       (オ)  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(5) 本提案実施に係る告示開始日までに納期が到来する国税及び都道府県税を滞納してい

ないものであること。 

(6) 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤（組織体制、人員、技術能力、資金及

び資金等の管理能力を含む。）を有している者であること。 

(7) 令和４年度以降に他自治体の同種または類似の導入業務を履行した実績があること。 
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4. プロポーザルの手続等 
(1) 日程 

プロポーザルの日程は、以下のとおりとする。 

なお、本日程は現在の予定であり、変更する場合は、別途通知する。 

内容 期日等 

(ア) 実施要領等の公表 令和７年４月１１日（金） 

(イ) 参加表明書等提出期限 令和７年４月１８日（金）午後５時まで 

(ウ) 質問書の提出期限 令和７年４月２３日（水）午後５時まで 

(エ) 質問に対する回答 令和７年４月２５日（金）午後５時まで 

(オ) 企画提案書等の提出期限 令和７年５月 ７日（水）正午まで 

(カ) 審査選定結果の通知 令和７年５月中旬 

(2) 連絡先 

公益社団法人 石川県観光連盟 担当者 ：益田 徳章 

所在地 ：〒９２０-８５８０ 石 川 県 金 沢 市 鞍 月 １ － １  

電話  ：０７６-２０１-８１１０ 

FAX  ：０７６-２０１-８２２０ 

E-mail ：i-kankorenmei@pref.ishikawa.lg.jp 

 

5. 参加表明等 
「３. 参加条件」に掲げる要件を全て満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、以

下のとおり参加表明を行うこと。 

(1) 提出書類 

(ア)  様式１「公募型プロポーザル方式参加表明書」 

(イ)  様式２「協力予定事業者調書」(協力事業者を予定している場合） 

(ウ)  様式３「会社概要」(別様にて資料がある場合は添付を認める。） 

(エ)  様式４「業務実績報告書」 

(2) 提出部数 

各１部 

(3) 提出方法 

改竄できない形式のデジタルデータによる提出とする。 
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(4) 提出期限 

令和７年４月１８日（金）午後５時まで 

通信事故については当連盟では責任を負わない。２営業日以内に受領の連絡がない場

合は、受付確認を行うこと。 

(5) 提出先 

「４.プロポーザルの手続等」の「(２) 連絡先」に同じ。 

 

6. 質問書の受付及び回答 
本プロポーザルに疑義が生じた場合は、以下のとおり質問を提出すること。 

(1) 質問様式 

様式５「質問書」 

(2) 提出方法 

電子メールによる提出とする。 

電話での受付確認は受け付ける、通信事故については当連盟では責任を負わない。 

(3) 提出期限 

令和７年４月２３日（水）午後５時まで 

(4) 提出先 

「４.プロポーザルの手続等」の「(２) 連絡先」に同じ。 

(5) 回答の提示 

令和７年４月２５日（金）午後５時までに、参加表明書に記載された担当者メールア

ドレスに電子メールで通知。 

 

7. 企画提案書等の提出 
「８ 企画提案書等の作成」に従って作成し、以下のとおり提出すること。 

(1) 提出書類 

(ア) 様式６「企画提案書等提出届」 

(イ) 任意様式「企画提案書」 

(ウ) 任意様式「見積書」 

     (エ)次に掲げる添付書類 

履歴事項全部証明書写し（商業・法人登記）        
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直近の決算年度の財務諸表写し（貸借対照表・損益計算書） 

※証明書等については、提出日より３箇月以内に発行したものに限る。 

 

(2) 企画提案書の提出について 

提出媒体及び部数は、以下のとおりとする。 

・会社名や個人名の記載のないＰＤＦ形式の提出書類一式 

・会社名の記載のあるＰＤＦ形式の提出書類一式 

(3) 提出期限 

令和７年５月７日（火）正午 

通信事故については当連盟では責任を負わない。２営業日以内に受領の連絡がない場

合は、受付確認を行うこと。 

(4) 提出先 

「４ プロポーザルの手続等」の「(２) 連絡先」に同じ。 

(5) その他 

(ア) 一つの提案者が複数の提案を行うことは認めない。また、提出を求めていない資料

を添付するなど、過大なものにならないようにすること 

(イ) 書類等の追加提出は認めない。 

 

8. 企画提案書等の作成 
企画提案書は、以下のとおり作成すること。 

(1) 様式 

(ア) 企画提案書等の様式は、以下のとおりとすること。 

(イ) 文字の大きさは原則９ポイント以上とすること。 

(ウ) ページ数は３５ページ以内とし、必ずページ番号を記入すること。 

※内容が伝われば３５ページより少なくても特に減点などはない 

(エ) データファイルはMicrosoft Word/Excel/PowerPoint、Microsoft Edge又はAdobe 

Acrobat Readerで読込可能な形式とすること。 

(2) 構成 

企画提案書の構成は、以下によるものとし、これを目次とすること 
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(ア) 提案者紹介 

(イ) 構築システムの仕様 

(ウ) マーケティング・販促活用提案 

(エ) 運営体制（事務局・システム開発・事業者支援） 

(オ) コスト・スケジュール 

(カ) 類似実績・経験 

(キ) その他 

(3) 記述要領 

企画提案書の記述は、以下のとおりとすること。 

(ア) 記述内容において、考え方や方法等を示すこと、専門的な見地からの「提案」を求

めていることを踏まえること。 

(イ) 事実の列挙、図や一覧のみの表現とせず、説明を行うこと。 

(ウ) 明瞭かつ具体的な提案とし、専門知識を有しない者に対して配慮すること。 

(エ) 専門用語、略語等に関しては、脚注により定義又は説明を付記する等、わかりやす

い記載を心がけること。 

 

 

9. 受託候補者の選定方法等 
(1) 選定方法 

提案者からの企画提案書を審査し、上位者を受託候補者として選定する。 

(2) 失格事項 

以下に掲げる事項に該当した者は、失格とする 

(ア) 「３ 参加条件」の要件を満たさなくなった場合 

(イ) 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

(ウ) 審査の公平性に損害を与える行為があった場合 

(エ) 企画提案にあたり著しく信義に反する行為があり、審査会が失格と認めた場合 

(3) 審査基準等 

審査基準は下記の通りとする 

（ア） 構築システムの仕様 

・仕様書の目的、要件を理解し、具体的な仕様案が提案されているか 

（イ） マーケティング・販促活用支援 

・既存の決済システムと連携し、シームレスな予約決済動線が提案されてい 
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るか 

（ウ） 運営体制（事務局・開発・支援） 

・本事業に必要な人員、役割分担が明確で、実行力や運営支援体制が整って 

いるか 

（エ） コスト・スケジュール妥当性 

・初期費用、保守運用費、段階的導入へのスケジュールに実現性があるか 

（オ） 類似実績・経験 

・十分な類似実績と経験を保有しているか 

   

10. 審査結果 
審査結果は、契約の締結又は受託候補者の選定の結果に如何に関わらず、参加表明書に記載

された担当者メールアドレスに電子メールで通知する。 

11. 契約交渉 
受託候補者との契約に向けた協議等は、以下のとおりとする。 

(1) 交渉方針 

受託候補者と契約についての協議を行い、契約条項及び仕様等を定める。 

(2) 仕様の合意 

提案をそのまま仕様とすることはない。仕様書を基本とし、提案仕様との相違点につ

いて、発注者と受託候補者とが協議のうえ、合意した仕様を特に記述したものを契約

締結の前に作成し、契約書類の一部として組み込むものとする。 

(3) 契約の締結 

事前に協議及び合意した内容に基づいて、改めて見積書を提出するものとする。この

際の見積金額は、提案時の見積書に記載の額を上限とする。 

徴取した見積金額に基づいて、一般的な契約条項を記載したものに以下の書類を加え

た契約書類を作成し、契約を締結する。 

(ア) 「(２) 仕様の合意」に基づく仕様書 

(イ) その他の合意を記述した書類がある場合、その書類 

(4) 交渉の不調 

協議が整わない場合、次順位の提案者を受託候補者として交渉相手とするときがある。

なお、協議の期間は令和７年５月２３日（金）までを目安とし、これまでに仕様等の

合意が得られない場合は、原則として交渉の不調とする。 
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12. その他 
(1) プロポーザルに係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

(2) 通信事故及び郵便事故について当連盟は一切の責任を負わないものとする。 

(3) 提出された提出書類等の所有権は発注者に移転するものとし、返却しないものとす

る。 

(4) 提出された提出書類等の著作権はそれぞれの提案者に帰属したままとし、発注者は、

提案者の評価の目的以外にこれを使用しないものとする。但し評価に必要な限りにお

いて、写しを作成する必要がある場合には、発注者が提出書等を複製できるものとす

る。 

(5) 提案者は、辞退ができる。この場合における辞退を理由として、以後の発注者による

他の入札等において不利益な扱いを受けることはないものとする。但し、受託候補者

となってから辞退する場合においては、この限りではない。 

(6) 公平な評価によるプロポーザルが実施できないと認められる場合及びそのおそれがあ

る場合は、プロポーザルの執行を延期又は中止することがある。なお、後日、不正な

行為が判明した場合は、契約の解除等の措置を行うこともある。 
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